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２
０
２
４
年
の
新
年
が 

無
事
あ
け
ま
し
た
こ
と
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心
よ
り
お
慶
び
申
し
上
げ
ま
す 

 
 

 

 

   

   
 

 

新
年
あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。 

昨
今
、
私
た
ち
の
生
活
や
仕
事
の
変
化
、
そ
し
て
、
個
々
の
多
様
性

が
求
め
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
働
く
環
境
も
急
激
に
変
化
し

て
き
て
お
り
、
労
働
安
全
衛
生
の
充
実
が
い
っ
そ
う
重
要
に
な
っ
て
き
た

と
認
識
し
て
い
ま
す
。 

当
セ
ン
タ
ー
は
、
労
働
災
害
の
防
止
に
加
え
、
就
業
環
境
の
急
激
な

変
化
な
ど
に
起
因
す
る
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
対
策
や
、
法
制
化
さ
れ
た
ハ
ラ

ス
メ
ン
ト
防
止
の
対
応
な
ど
に
関
す
る
取
り
組
み
を
進
め
て
き
ま
し
た
。 

こ
の
課
題
の
他
に
、
昨
年
は
職
場
で
パ
ワ
ハ
ラ
に
次
ぐ
課
題
で
あ
る
カ

ス
タ
マ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
も
焦
点
を
当
て
て
、
会
員
組
織
の
方
々
の
ご

協
力
で
、
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
道
内
初
と
し
て
実
施
し
ま
し
た
。 

今
年
度
も
、
出
前
講
座
を
は
じ
め
、
労
働
安
全
衛
生
の
重
要
性
を

広
げ
る
た
め
に
、
活
動
の
範
囲
を
広
げ
て
、
学
校
、
そ
し
て
企
業
で
の
研

修
も
進
め
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。 

引
き
続
き
「
誰
も
が
健
康
で
安
全
に
働
く
こ
と
が
出
来
る
社
会
」
の

実
現
を
目
指
す
決
意
で
す
。 

２
０
２
４
年
も
、
皆
さ
ん
の
変
わ
ら
ぬ
ご
支
援
と
ご
協
力
を
お
願
い

申
し
上
げ
る
と
と
も
に
、
一
層
の
ご
健
勝
と
ご
活
躍
を
祈
念
し
、
年

頭
の
ご
挨
拶
と
い
た
し
ま
す
。 
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労働局と重点取り組み業種とで情報・意見交換 

職場状況を交流し、労災防止の決意を新たに！ 
 

2023年度から第14次労働災害防止計画がスタートしました。この計画の促進に向けて、道内の死傷者数

が多い4業種の産別と北海道労働局とで、労働災害防止と安全衛生対策の情報・意見交換会を、12月14日、

ほくろうビル5階会議室で開催しました。   

北海道労働局からは、労働基準部安全課安全課長の佐藤浩一さんと労働基準部健康課健康課長の十倉正直

さんが参加し、１）第14次労働災害防止計画 ２）北海道の労働安全や衛生に関する状況と労働局の取り組

みについて説明がありました。産別からは、職場状況や課題、労働行政に望むことなどが出されました。 

＊出された意見の一部を掲載します。 

 

【安全衛生にかかわる職場の状況と課題について】 

■ 多くの自治体で労働安全衛生委員会は設置されているが、未設置の自治体もあるほか、委員会の開催

が不定期、もしくは未開催の自治体も多く、労働安全衛生委員会が効果的に機能しているとは言えな

い状態にある。 

■ 産業別組織として、・毎月 労災に関する安全トピックスを発行し、注意喚起を行う。・毎年 職場

における総点検活動（５月～７月ごろ）。・産別として、安全衛生に関する手引きや指針を作成。 

・安全衛生担当者を育成するための学習会を開催している。 

■ 全国に事業展開をしている法人については、介護現場の負担軽減や働きやすい職場環境の整備に着手

し、介護ロボット・ICT機器を用い介護従事者の身体的負担の軽減や業務の効率化に取り組んでいる

傾向にあり、職業病ともいわれていた腰痛については減少傾向にある。 

他方で一般的に介護ロボット・ICT機器の導入については初期投資が高額であることから、北海道を

地場とする法人においてはコロナ禍による利用者減や物価高等により、経営状況が悪化している法人

が多く、「介護ロボット導入支援事業費補助金」を用いたとしても困難な状況があることが確認でき

る。変形労働時間制をとる事業者が多く業務間インターバル制度を導入している事業者は少ない。人

材不足が顕著な業界であり、ワークライフバランスを確保することに課題がある。人材不足や事業場

でのクラスター発生等により、近年特別条項付き36協定の締結件数が増加した。 

■ 介護現場での利用者をかばっての転倒や、慢性的な腰痛等。少しずつ介護補助器具の導入を行い、介

護者の身体的な負担を減らそうとしているがこれから、というところなのでまだまだ進んでいないの

が現状。 

■ 長時間労働の是正。健康診断の１００％受診と再検査となった時の再検査受診の徹底。 

【安全衛生に関して行政に期待したいこと】 

■ 各自治体が積極的に委員会開催などを行い、各職場の問題解決に向けて動けなければ民間企業等に対

する啓発など一切説得力を持たないものとなるので、北海道労働局からの指導、助言を期待する。 

■ 中小企業にむけた安全衛生対策の重要性をもっとＰＲしてほしい。 

■ 介護ロボット等の普及により、介護従事者の身体的負担は軽減されると思われる。しかし介護従事者

の高齢化も進んでおり、介護ロボット・ICT機器の導入に踏み切れない事業者もあるので、金銭的な

支援と共に導入についての指導などの人的支援の充実を期待する。 

■ 北海道では、人材不足により労働時間は増加傾向にあるため、死傷災害が増加することも十分に考え

られる。慢性的な人材不足の解消が第一と考えるが、今後は腰痛や転倒防止に重点を置いた対策では

なく、労働時間、休日・休憩、メンタルヘルスに基軸を移すことも必要ではないか。 

■ 福祉施設等での虐待の常態化といったニュースも多く、特にメンタルヘルスについては行政から積極

的に事業場へ足を運ぶことを期待する。 

■ 運輸産業は、脳・心臓疾患が全産業の中で最も多いため、健康診断の１００％受診と再検査になった

時も１００％受診の義務化。   
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北海道では冬季に災害が多発する傾向が顕著 
「死亡労働災害の撲滅～北海道冬季ゼロ災運動～」 

 
北海道労働局労働基準部安全課主任産業安全専門官の衲裕美さんに話を伺いました。 

   

北海道における令和５年11月末現在の労働災害発生状況は？ 

北海道における今年の労働災害は、11月末現在、死亡者数44人で、昨年同時期と比べると４人増加し

ています。死傷災害全体では7,256人と前年よりも2,454人減少しています。新型コロナウイルス感染症

によるものを除くと死傷者数は5,783人と前年よりも108人増加しています。昨年と比べて増加している

のは主なもので転倒（+23（２））、交通事故（+24（２））、動作の反動・無理な動作（+33（-1））

となっているほか、今年は猛暑で熱中症も増加しました（今年の熱中症は48）。 

 

      他の都府県と比べて北海道の災害の特色はありますか？ 

災害の多い東京局及び大阪局並びに当局と人口が同程度である福岡局の４局について、月別災害発生状

況を４月から９月を夏季、10月～３月を冬季と区分けして比較したところ、当局以外の３局は平成30年

から令和４年の全てで冬季の死傷者数は夏季に比べて減少するが、当局は５年全てで冬季の死傷者数が夏

季の113.2％～148.0％に増加しています。死亡者数については当局は令和３年を除いて冬季は夏季の

140.0％～168.4％まで増加している。引き続き冬季死傷者数を減少させることが重要課題となります。 

 

  そのような労働災害の発生状況を踏まえて、北海道労働局ではどのようなことをしていますか? 

令和５年度スタート（2027年（令和９年度）まで）した第14次労働災害防止計画とは？ 

死亡者数を令和４年に比べて10％以上減少、死傷者数を減少に転じさせる 

 自発的に安全衛生対策に取り組む事業者が社会的に評価される環境の整備を図り、安全衛生対策が事業経営 

や人材確保・育成の観点からもプラスであるとの共通認識を形成していく（逆に安全衛生対策に取り組まず 

、災害発生を繰り返す事業者に対しては厳正に対処する） 

 行動災害（転倒・動作の反動等）の減少のためには事業者による設備的な対策を講じることに加え、労働 

者側の行動や生活を変えるといった協力が不可欠であることを明言 

 １ 死亡災害の更なる減少のため、死亡災害多発業種、事故の型への取組 

   →13次防期間中死亡災害が最も多く発生し、かつ増加に転じた建設業対策 

   →13次防期間中死亡災害が多く発生した製造業、陸上貨物運送事業、林業対策 

   →墜落転落災害防止対策 

２ 死傷災害を減少に転じさせるため 

   〇死傷災害発生割合の高い業種への取組 

   →発生件数だけではなく、災害発生頻度が高い業種等の対策（製造業、建設業、陸上貨物運送事業、

小売業、社会福祉施設、林業、農業、畜産業）※小売業、社会福祉施設は転倒や腰痛など災害防止

のノウハウの蓄積が無い災害が多い 

〇転倒災害の減少 

   〇高年齢労働者の災害を減少 

   →高年齢労働者の災害の多くは転倒災害であり、両者の対策は密接に関連している。 

    加齢による身体的影響も大きい。労働者自身が身体機能の維持、安全行動を行うなど当事者意識を 

持って取り組むことが必要となる。 
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北海道冬季ゼロ災運動について教えてください 

北海道では冬季に災害が多発する傾向が顕著です。冬季特有の災害防止対策として特に徹底をお願いし

たいのは４つの対策です。 

１ 転倒災害 

冬季に限られたものではないが、冬季は特に滑りやすい。転倒災害は事故の型別で最も多く発生し、

12月から３月までの冬季に多発している（全体の 57％）。業種別では小売業、社会福祉施設、食料 

品製造業、一般貨物自動車運送業、清掃業、畜産業において多発している。発生件数及び災害全体に

占める割合も増加している。 

年代別では男女とも年代が上がるとともに発生件数が増加しているが、特に50代からは女性の発生 

件数が大幅に増加している。 

起因物別の内訳では、その他の環境等、通路が大半を占めている。その他の環境等は主に凍結路面に 

よるもので、発生は１月～３月に集中している。通路についても１月～３月は他の月よりも多いが、 

年間通じて一定程度発生している。 

月別発生状況及び起因物から、転倒災害の原因は凍結路面によるものが多いが、それだけでもないこ 

とが明らかであるため、年間を通じたハード面、ソフト面からの対策に加え、12月の冬季からは凍 

結路面による転倒防止対策を進める必要がある。 

  ２ 屋根の雪下ろし及び除雪作業時の災害 

冬特有の作業であり、屋根からの転落、落雪、除雪機械との接触、除雪機械の転落等々。 

３ 交通事故 

圧雪・アイスバーン、吹雪や雪山による視界不良により、事故になり易い。 

４ 一酸化炭素中毒 

閉め切って換気不十分な屋内での内燃機関を有する機械を使用した作業等で発生。 

 

 冬季災害防止のポイントは？ 

気温が低いことや厚着になることから、夏場と違って体の動きが大幅に鈍ることを想定して対策を考え

る。また、路面状況によって交通状況も違えば、歩くスピードや歩き方も変わるため、時間に余裕を持っ

て行動することも重要です。 

除雪業者以外は、通常業務ではない非定常作業であるが、作業前にリスクを考え、事前に防止策を考える。

特に屋根の雪下ろしや車両の屋根の雪下ろしなど高所の雪下ろし作業はしっかりと墜落防止対策をとるこ

とが必要です。 

出入り口付近、屋外通路等の安全性を確保する。 

令和5年は凍結路面で転倒して死亡した事例も発生しています。また、屋根の雪下ろし中の死亡災害は毎年

のように発生しています。 

 

転倒災害は日常でもよくあることで個人の身体能力による部分も多いように思われるが、どんな対策があ

るのでしょうか？ 

【転倒災害防止（「STOP!転倒災害プロジェクト」）】 

足場等の改善が図られ、今や転倒災害が墜落・転落災害を抜き、事故の型としては最も多い状況となって

いる。転倒に関しては、本人の不注意、個人の身体能力に起因するとして、多くの職場で対策が取られて

こなかったものであるが、転倒災害を減らさないと災害が減らなくなってきています。そのため、第14次

労働災害防止計画でも主軸の１つとして捉えられているのですが、整理整頓、清掃、設備改善、耐滑靴の

着用、危険の見える化、といったハード面と筋力維持や転倒予防運動、安全行動に関する教育等ソフト面

の両面からの対策が必要です。転倒の原因は凍結路面によるものが多いが、それだけでもないことが明ら

かであるため、年間を通じた対策を積み重ねることが必要です。 

 

労働者の高齢化に伴い、転倒災害防止対策は重要と考えますが高齢者に対しては何があるのでしょうか？ 

     少子高齢化により労働人口はますます減少する。労働力人口に占める60歳以上の方の割合は令和４年は

23.4％であったところ、災害の発生割合は30.9％と就労人口に占める割合よりも被災割合が上回ってい

る状況です。高齢者の災害は骨折などの重傷が多く、回復に時間を要するため、休業期間が長くなる。 

   労働力確保のためには高齢者に配慮したエイジフレンドリーな職場づくりが必要となる。自身の転倒リス 

クのセルフチェックを行い、弱くなっているところを自覚するということも大事なので、転倒セルフチェ 

ックを北海道労働局HPでも公開しています。 

 


